




○部落差別（同和問題）に係る
　 差別的な言動
○インターネット上で特定の地
　 域に対する差別を誘発するよ
　 うな書き込み
○誤解や偏見による差別　　
　　　　　　　   　　　…など

部落差別（同和問題）

○固定的役割分担意識に基づ
　 いた制度や慣行
○DV、さまざまなハラスメン
　 ト、性犯罪、売買春、スト
　 ーカー行為等あらゆる形態
　 による女性への暴力
　　　　　　　   　　　…など

女性

○虐待やいじめ
○ヤングケアラー等の学習や
　 生活面における厳しい状況
○青少年の非行、性被害、商
　 業的性的搾取　　　 
　　　　　　　   　　　…など

子ども

○地域社会からの疎外
○認知症への無理解による権
　 利侵害　　　
　　　　　　　   　　　…など

高齢者

○障がいのある人に対する偏見
○合理的配慮に関する理解不足
○日常生活や社会生活を営む
　 上での障壁
　　　　　　　   　　　…など

障がいのある人

○外国人の生活習慣や文化等
　 への理解不足や偏見
○ヘイトスピーチ等の差別的
　 言動　　　　 
　　　　　　　   　　　…など

外国人・外国にルーツのある人

○感染症患者等に対する不必
　 要な強制やプライバシー侵害
○根拠のない差別や誹謗中傷

　　　　　　　   　　　…など

感染症患者等

○多様な性のあり方に対する
　 無理解や誤解
○差別的言動やからかい
○アウティング等のプライバ
　 シー侵害行為
　　　　　　　   　　　…など

性的指向・性自認

　すべての働く人々が、働きが
いを感じながら人間らしい仕
事（ディーセントワーク）に従事
することができ、仕事と生活の
調和（ワークライフバランス）
が実現した社会づくりをめざ
し、職場における人権に関わる
あらゆる問題の解決に向けた
取組を進めます。

○さまざまなハラスメント
○多様な人材が自身の個性や
　 能力を発揮しにいくい職場
　 環境
　　　　　　　   　　　…など

職場（事業所）における人権

○名誉棄損や私生活の平穏の
　 侵害等の二次被害の発生
○被害後の精神的・経済的な
　 負担　　　　　 
　　　　　　　   　　　…など

犯罪被害者等 さまざまな人権課題

　性的指向や性自認を理由と
する差別や偏見の解消に向け
て、多様な性のあり方に関する
理解の増進を図るとともに、性
的マイノリティが抱える困難の
解決に取り組みます。
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【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】 【取組方針】
　感染症患者等への差別や偏見
の解消に向けて、市民が不確か
な情報に惑わされたり、過度に
恐れたりすることのないよう、
感染症に対する正しい理解と認
識の普及に努めます。
　また、過去に生じた感染症に
関する誤った認識や差別の現実
についての理解を深め、その教訓
を生かして、人権侵害が起こらな
いための取組を推進していきます。

部落差別（同和問題）の解消
に向け、部落差別（同和問題）
の歴史や実態、基本的人権との
関わりについて市民が理解を深
め正しい認識を持てるよう、部
落差別（同和問題）に関する調
査・研究を行い、必要な教育・
啓発活動を推進します。

女性に対するあらゆる差別
や暴力の根絶と、男性であって
も女性であっても一人ひとりの
人権が対等平等に尊重される社
会の実現に向け、ジェンダー平
等の理念の浸透を図り、女性の
社会参画を推進します。

子ども一人ひとりの安全と
健やかな成長を保障するため、
子どもの権利を尊重し社会全
体で子どもの成長を見守る意
識の醸成を図るとともに、必要
に応じて、子ども、保護者等を
支援します。

高齢者が生きがいを持ち、認
知症や重度の要介護状態等にな
っても、本人の意思が尊重さ
れ、人生の最期まで自分らしく
安心して生活することができる
社会の実現をめざし、高齢者の
人権擁護と包括的なサービスの
提供に取り組みます。

障がいのある人への偏見や
差別の解消に向けて、市民一人
ひとりが、障がいの特性を知
り、合理的配慮について正しく
理解することを促すとともに、
障がいのある人が抱える困難を
取り除き、社会参加を支援して
いきます。

外国人への偏見や差別の解
消に向け、多様な文化や慣習、
民族の違い等を理解し、尊重す
る意識の醸成を図ります。

　犯罪被害者等が安心して生活
できるよう、犯罪被害者等の権
利の擁護に関する啓発を推進し
ます。
　また、犯罪被害者等が必要な
支援をスムーズに受けられる
よう、庁内支援体制の整備を
行い、警察や民間の支援団体等
と連携し総合的な支援を行い
ます。

こういった人権課題について
も、国や県、関係機関等と連携
を図りながら、法改正や社会情
勢の変化等、状況に応じて必要
な施策を展開し、適切に対応し
ていくとともに、さまざまな人
権課題に対する正しい理解と認
識が社会全体に浸透していくよ
う、啓発の取組を推進していき
ます。

インターネットによる人権侵害

インターネットによる人権侵害の解消に向けて、各人権課題の理解の促進とともに、プライバシーや名誉の保護、情報の受発信に伴う責任や
モラルに関する正しい知識と理解を深めるための教育・啓発活動を推進します。
また、インターネット上で差別書き込みがあった場合には、関係機関と連携して対応します。

【現状と課題】 【取組方針】
○誹謗中傷やプライバシー侵害
○真実ではない情報の書き込みや拡散　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …など

災害対策における多様性への対応の必要性について理解を広め、災害時の特別な状況においてもすべての
人の人権が守られるよう適切な支援を実施していきます。

【取組方針】【現状と課題】
○災害時におけるさまざまな人への配慮不足
○避難生活での人権侵害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  …など

災害と人権

４つの人権施策  の基本的な方向

13の  人権課題

横断的な  人権課題

◆アイヌの人々
◆刑を終えて出所した人　
◆北朝鮮当局による拉致問題
◆ホームレス・生活困窮者
◆人身取引（トラフィッキング）
　　　　　　　   　　　…など




